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１．バイオエタノールに関する国内外動向について
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諸外国におけるバイオエタノールの需給動向

• バイオエタノールの主要生産国、消費国は下図のとおり。

➢ 大半の国で生産≒消費であり、基本的に自給中心。

• 主要原料は各国・地域で異なるが、基本的に可食バイオマス（第一世代）。

出所）OECD FAO Agricultural Outlook 2025-2034よりMRI作成

（出所）次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会 商用化推進WG（第8回）・環境整備WG（第10回） 合同会議 資料4-1三菱総合研究所株式会社資料

各国・地域のバイオエタノール生産量・消費量（2022-2024年平均値）
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諸外国におけるバイオエタノール混合義務・目標

• 諸外国におけるバイオエタノールの混合義務・目標の状況は下図のとおり。

➢ 近年動きがあった主な国々について、吹き出しで状況を整理。

（出所）次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会 商用化推進WG（第8回）・環境整備WG（第10回） 合同会議 資料4-1三菱総合研究所株式会社資料を補足

ブラジル
• 2025年9月よりE27→E30に混合
義務率を強化

• E100利用も併用

ベトナム
• 2018年1月よりレギュラーガソ
リンのE5義務化

• 2026年6月より全面E10義務化
を予定

インド
• 2025年に全国大でのE20義務化目標
を達成（2030年目標を前倒し）

フィリピン
• 2013年4月よりレギュラーガソ
リンのE10義務化

• 2024年5月よりE20利用開始
（義務ではない）

出所）https://grains.org/infographic/bioethanol-blending-policies-map/

英国
• 2021年9月よりレギュラーガソリン
のE10義務化

• 保護グレードとしてプレミアムガソリ
ンはE5供給

米国
• 2022年に全域でのE15通年利用を解
禁（夏季の蒸気圧緩和措置適用）

• 混合義務はないが、連邦大でエタ
ノール供給量としての義務は存在

インドネシア
• 2027年よりE10義務化を予定
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国産バイオエタノール製造に関する取組状況

• 現状、輸送用燃料として利用されているバイオエタノール（ETBE用原料）は米国産、ブラジル産。

• 国内では主に製紙会社等を中心に、バイオエタノールの製造計画がいくつか進展しており、2030年ま

でに合計数万kl程度の計画がある。

主な国産バイオエタノール製造計画

（出所）次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会 商用化推進WG（第8回）・環境整備WG（第10回） 合同会議 資料4-1三菱総合研究所株式会社資料を補足

王子製紙米子工場
（2025年竣工、1,000kL/年）

次世代グリーンCO2燃料技術研究組合

日本製紙岩沼工場
（森空バイオリファイナリー）
（2030年までに数万kL/年程度）

日本製紙富士工場
（2027年稼働予定、90kL/年※）

大興製紙本社工場
（2027年稼働予定、

2万kL/年程度

大王製紙三島工場
（2030年商用稼働予定、

数万kL/年程度）

積水バイオリファイナリー
（2022/4稼働開始、300～600kL/年※）

商用プラント

実証・パイロットプラント

※年間300日稼働を想定



２．ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に

向けたアクションプラン進捗及び今後の進め方
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• ガソリンへのバイオエタノール導入拡大の方針は、第7次エネルギー基本計画に位置づけられており、

2040年度からの最大濃度20%の低炭素ガソリン供給追求に向けて、まずは「2030年度までに、一部地

域における直接混合も含めたバイオエタノールの導入拡大を通じて、最大濃度10％の低炭素ガソリンの供

給開始」を目指す中で、2028年度を目途に一部地域で先行導入を行うことで、本格導入に向けた課題の洗

い出しを行い、対応車両の普及状況も考慮した上で供給規模の早期拡大を目指すこととする。

• 車両の対応や設備の導入等にあたっては、事業者の開発や投資が二重の負担にならないよう、2040年度か

らの最大濃度20%の低炭素ガソリン供給を見据えた対応を検討していく。

• 今回まとめるアクションプランは策定時点のものであり、先行導入地域や導入量も含め、今後調査・検討

を進める中で精緻化していく。海外実績等から省力化できる部分については、積極的に前倒しをしていく。

• アクションプランに基づき官民で導入拡大の取組を推進し、定期的にアクションの進捗確認を行う。その

上で、アクションプランについては、進捗に応じて今秋を目途に見直しを行うこととする。

■アクションプランの取組方針について
（出所）第19回脱炭素燃料政策小委員会（2025年6月10日）
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先行導入地域について

• 本年6月にとりまとめたアクションプランに従って、2028年度を目途にしたE10相当の先行導入に向け、

候補地域の検討を行ってきた。

• 次世代燃料官民協議会バイエタTFの燃料調達チームで検討を重ねた結果、沖縄本島での実施の提案をい

ただいた。過去に沖縄で行われたE3・E10実証事業の成果も踏まえながら、関係者の理解、協力を得な

がら先行導入に向けて検討を進めていく。

① 必要な設備の設置と適切な品質確認が行
える出荷基地の候補地が存在すること

② 島嶼部であることから供給地域が明確で
あること。

③ E10先行導入において品質管理に係る技
術的検証の実施に適した地域であること。

④ 過去にバイオ燃料実証事業の実績がある
こと。

○年度内
・SSへの情報展開、出荷基地に係る設備改修の検討

○2026年度
・出荷基地対応（FS/FEED）
・SSの実態調査

○2027年度
・出荷基地対応（EPC）
・SS/ローリー設備対応検証・開発完了
・対応SSの確定・改修内容の調整・確認

○2028年度
・上期：先行導入SS設備改修
・下期：先行導入開始

主な沖縄選定理由 スケジュール（案）



① 必要な設備の設置と適切な品質確認が行える出荷基地の候補地が存在すること。

⇒過去実証事業でE3直接混合ガソリンを生産した事業所の一部設備を活用できること。

② 島嶼部であることから供給地域が明確であること。

⇒出荷基地の異なる県境の隣接SSどうしで対応格差が生じないこと。

⇒SS周りにおける対策･周知を効果的に行い、効率的に課題の洗い出しができること。

③ E10先行導入において品質管理に係る技術的検証の実施に適した地域であること。
⇒沖縄県の気候条件下（台風が多く蒸暑地であること）にて、ガソリンの性状変化に与えうる影響を検証できること。
（水分濃度など品質管理に関わる技術的検証は過去のE3実証事業でも実施）

④ 過去にバイオ燃料実証事業の実績があること。
⇒バイオ燃料導入加速化事業（平成23～25年度）、バイオ燃料利用体制確立促進事業（平成26～28年度）により、

E3･E10混合ガソリンの供給事業を実施。（※E10は仮設簡易タンクによる実証）
⇒地域受容性やSSインフラ面での再利用可能性があること。

これらの条件を考慮し、エタノール直接混合ガソリン導入にかかる各種課題を整理し、課題解決に向けた
検討を行うにあたり適した先行導入地域として沖縄を選定した。

【参考】沖縄選定について（燃料調達チーム）
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先行導入地域における混合方法について

• 先行導入は将来の拡大を見据えた課題の洗い出しの観点から、既に導入されているETBEの形ではなく

バイオエタノールを直接混合する方法で行う。

• ガソリンとバイオエタノールの混合方法は、出荷基地におけるラインブレンディング、タンクブレン

ディング、SSでのブレンディングが考えられるが、今回は海外でも主流である出荷基地でのラインブレ

ンディングを前提に検討し、品質管理、サプライチェーン等、諸課題を確認する。

• 海外の一部地域ではSSでブレンディングが行われているが、日本においては、出荷基地ブレンドよりも

SSでタンクが多く必要になること、品確法により品質確認義務等が生じることなどから、SS事業者へ

の負担も大きく、また、供給元にとっても品質保証リスクがある。そのため、蓋然性が小さいと整理し、

先行導入では出荷基地でのブレンディングを選択する。

主な混合方法

概要 主なメリット・デメリット

出荷基地 ラインブレンディング ローリー等出荷時にガソリンとエタノールを混
合する

○新設の場合であっても設備が少なくてすむため経済性が高い
×出荷の都度品質確認が必要になる可能性

タンクブレンディング タンクでガソリンとエタノールを混合したもの
を出荷

○タンクロットでの品質確認が可能
×新設の場合はブレンディングタンクが必要となる

SS － SSでガソリンとエタノールを混合する －
×SS設備の改修が必要、SS事業者の品質確認体制の構築が必要
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【参考】海外調査（ブレンディング、品質管理）

（出所）次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会 商用化推進WG（第8回）・環境整備WG（第10回） 合同会議 資料4-1
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【参考】環境省における沖縄バイオ燃料事業

（出所）沖縄バイオ燃料事業の成果について（環境省）
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biofuel/okinawabio.html

平成23年度～平成28年度環境省沖縄バイオ燃料事業より



13

【参考】沖縄県のガソリン消費量

• 2024年度は約65万kL。自家用自動車での消費が大きく、軽自動車は貨物の割合も大きい。

ガソリン消費量

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

652,799

9,663

749

4,141

4,773

643,136

2,354

13,067

91,030

6,367

102,128

96,859

108,272

223,059

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

計

計【営業用】

普通・小型・特種車【営業用貨物】
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バス・乗用車【営業用旅客】
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普通車【自家用貨物】

小型車【自家用貨物】
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バス・特種車【自家用旅客】

乗用車_ハイブリッド【自家用旅客】

普通車【自家用旅客】

小型車【自家用旅客】

軽自動車【自家用旅客】

輸送形態別ガソリン消費量（2024年度）

（出所）自動車燃料消費量調査（国土交通省）
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【参考】沖縄県のSS数・保有車両数

（出所）住民拠点SS（217カ所）※2025/10時点

https://www.enecho-ss.meti.go.jp/b/enecho/

SS（人口）は南部に集中している

普通車・小型車等

46%

軽自動車

54%

車種別（貨物・乗合・乗用用途）

ガソリン（ハイブ

リッド除く）

51%

軽油（ハイブ

リッド除く）

14%

LPG（ハイブリッ

ド除く）

0%

電気

0%

その他（ガソリン

ハイブリッド等）

35%

※陸運事務所管轄。一部離島含む

燃料種別

（出所）沖縄総合事務局陸運事務所「業務概況（令和7年度）」

• 沖縄には約300（離島含む）のSSが存在し、その大半は人口の集中する南部地域にある。

• 保有車両数は123万台。ガソリン車の割合は約8割。
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【参考】2028年の沖縄E10導入ポテンシャル試算

試算仮定

総需要（年間） 59万kL 2024年度をベースに2040年度に2030年度の半減になるとして、直線的に減少
と想定。

普通小型車の消費量割合 51％ 2024年度実績ベース（自動車燃料消費量調査＠国交省）

軽自動車の消費量割合 49％ 2024年度実績ベース（自動車燃料消費量調査＠国交省）

普通小型E10対応車割合 70％ 過去のシェア変動が大きくないと想定し、E10に対応しているトヨタ・ホンダ
車の2024年の新車販売台数の割合から想定。

軽自動車E10対応車割合 18％ 過去のシェア変動が大きくないと想定し、E10に対応しているホンダ車の2024
年の新車販売台数の割合から想定。

E10対応車のE10給油割合 100％ 50％ 30％

E10消費量 26.3万kL 13.1万kL 7.9万kL

バイオエタノール必要量 2.6万kL 1.3万kL 0.8万kL

• 足元の実績を参考に導入ポテンシャルを試算すると、E10対応車によるE10給油割合を半分

と仮定した場合、年間約13万klのE10ガソリンが消費されると考えられる。
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■進捗報告及びアクションプランの更新について

⚫ 次世代燃料官民協議会の下に設置したバイエタTFの各チームにおいて、 6月にとりまとめたアクション
プランに従って取組を着実に実施中。

⚫ 先行導入地域が選定したことを踏まえ、アクションプランを更新する。

主な進捗 今後の主な予定

共通 • バイオ燃料導入先行事例に係る海外調査の実施
（タイ・フィリピン、ブラジル、欧州（英、白、仏、独）、米）

－

チーム１
（燃料品質・車両規格）

• E10（2027年度末）／E20（2028年度末）の燃料規格の改正に向
けて、石油連盟・日本自動車工業会間の業界共同研究を実施中。

• チーム3に供給インフラ評価試験向けの燃料を設定、石油連盟から
提供予定。自動車業界から材料影響の知見共有。

• 業界共同研究の計画通りに遂行する。
• 共同研究結果、海外事例や各社知見を加えつつ、規格改正
案を作成していく。

• E10／E20規格に適応する車両の規格および開発を進める。

チーム２
（燃料調達）
※製油所/油槽所

• 先行導入地域選定
• 先行導入の規模検討のため、関係業界から需要の見込み調査の検討
開始

• 出荷基地候補における設備･施設改修費用等の初期調査を開始。

• 先行導入時の事業イメージ策定（物流･商流のイメージ） 。
• 船舶輸送･出荷基地等、サプライチェーン上のインフラ整
備範囲の検討。（チーム3とも連携）

• 独占禁止法上の問題が無いことを確認した上で、本格導入
に向けて導入拡大時の規模感の初期検討を行う。

チーム３
（供給インフラ）
※輸送/SS関連

• SS設備のE10・E20対応の検討実施
• タンクローリーのE10・E20対応の検討実施
• E10導入に伴うSS関連システム対応の検討

• 海外の導入先行事例・ガイドライン等を参考に国内ガイド
ラインを作成

• E10、E20試料提供を受けてSS機器、タンクローリーの部
材・部品に係る耐性検証試験等を実施

• E10導入に伴うＳＳ関連システム対応検討の深堀
• 先行導入（沖縄）SSの設備改修に係る概要を整理
• 関係法令改正及びその対応

（出所）次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会 商用化推進WG（第8回）・環境整備WG（第10回） 合同会議（2025年11月25日）資料4-2をベースに作成



(環境規制対応/国際調和対応)

■ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン（2025年11月改定）

燃料品質・
車両規格

供給インフラ
(輸送/SS関連)

燃料調達
(製油所/油槽所)

SS/ローリー設備対応検証・開発、
取扱いガイドライン作成、法令・規格改正対応（含む検討）

最
大E

2
0

相

当
供
給
開
始

導入地域/
拡大範囲検討

誤給油対策

FS/FEED
（実現可能性調査/基本設計）

拡大に向けた
方針

設備
改修

※工程は取組状況に応じて前後する可能性あり。E20相当を見据えて予め対応を進める。海外実績等を踏まえ省力化できる部分は積極的に前倒し。政府としても導入支援を検討していく。
※本アクションプランは、先行導入地域や導入量も含め、今後調査・検討を進める中で精緻化していく。課題を洗い出し、対応車両の普及状況も考慮した上で供給規模の早期拡大を目指す。

2025fy 2026 2027 2028 2029 2030～ 2040

課題精査

EPC
（設計・調達・建設）

最大E10相当供給拡大

拡大
範囲
検討

法令・規格改正対応（含む検討）

FS/
FEED
/EPC ・・・ (順次拡大)

E20対応車両の販売、普及

消費者広報

設備
改修

・・・ (順次拡大)

誤給油
対策

消費者広報

E10対応車両の販売、普及

海外事例調査共通

E10燃料検討 E20燃料検討

E10車両評価試験 E20車両評価試験

E20対応車
新車販売比率100%

検討条件の設定

最大E10相当
先行導入（沖縄）

燃料海外調達拡大・国内調達可能性等の検討

★
E10規格改正

★
E20規格改正

17

先行導入事業
イメージ策定

SCインフラ整備検討

SS情報展開
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■燃料品質・車両規格
【取組１．世界観の策定】
・シナリオの策定（E20までを前提）：E10、E20実装時の燃料の製造方法、ガソリン基材構成（生産量を仮
定）、車両の置き換え、対応車/非対応車の台数、排ガス・燃費認証方法などを想定してシナリオを策定する

【取組2．海外事例調査・先行事例の共有、活用調査】
・エタノール燃料を使用している他国の燃料品質、車両対応などに関する状況を調査
（調査会社への委託、自動車会社から情報提供）

【取組３．標準燃料の決定】
・E10:燃料規格の変更の必要有無を検討

E20:燃料製造・車両影響の検討を基に、標準燃料を設定

【取組4．車両の評価、燃料混合使用時の影響】
・E10（変更があった場合）および想定されるE20燃料を使用し、車両排気への影響、材料への影響、エバポ
への影響、運転性（ドライバビリティ）への影響などを検討。必要があれば車両または燃料での対応を検討

・エタノールとETBEが混合されて使用された場合の影響を検討（E0とE20混合時の影響も考慮）

【取組5．法・規制改正】
・JISの改正手続き（原案作成委員会＆化学・環境技術専門委員会）
・必要があれば関連する法規改正のための活動を実施（要精査）
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■燃料品質・車両規格
取組 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年～

１．世界観の策定
・E20ガソリンの前提策定

・E10,E20対応車両の想定

２．海外事例調査・先行
事例の共有、活用

３．標準燃料

４．車両＆燃料評価
①揮発性等の影響確認

②混合影響

５．法・規制改正

燃料規格化の背景・経緯・根拠等の調査

規格改正完了時期

標準燃料決定時期

E20検討

E10検討

E10 E20

※現状の認証規格については自動車会社から情報提供

排ガスE10

エバポE10

材料影響E20

運転性E10

排ガスE20

エバポE20

※調査等で検討項目精査

運転性E20

※規格化手続きと並行して最終確認

※規格化手続きと並行して最終確認

※規格化手続きと並行して最終確認

※ETBE22評価は検討
結果を受けて要否確認

E10 E20

JIS改正手続き JIS改正手続き

品確法関係法令改正

E20

品確法/大防法/車両法等に基づく関係法令
・JIS改正手続き
※環境規制、国際調和対応が必要な場合
※燃料評価を進める中で短縮を図る

E10※各種法令対応が必要になる可能性有
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■燃料調達（製油所/油槽所）
【取組１．海外事例調査】
・既にエタノール直接混合ガソリンを導入している海外事例の具体的調査(例：インフラ対応有無、品質管理方
法、規格/規制や政府支援有無など) 

【取組２．先行導入】
・エタノール直接混合ガソリン導入にかかる各種懸念/課題を整理し、それら課題解決に向けた先行導入地域を
選定【済】

・先行導入事業イメージの策定、サプライチェーン上のインフラ整備範囲の検討
・独禁法上の問題が無いことを確認の上、導入拡大時の規模感も初期検討
※対応必要期間は製油所/油槽所の想定。エンジニアリングリソース不足等による工程遅延懸念は未考慮。

【取組３．導入拡大】
・取組2の先行導入結果も考慮し、導入拡大範囲とターゲット(ETBEとの併用含む) を再検証して順次導入拡
大。設備はE20も見据えて対応

【取組４．エタノール調達検討】
・国内調達可能性も含めたエタノール調達ソース検討
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■燃料調達（製油所/油槽所）
取組 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年～

1.海外事例調査

2.先行導入

3.導入拡大

4.エタノール調達検討

導入時の設備対応、
政府支援等

先行導入
地域選定

FS/FEED
(実現性可能性調査/基本設計)

EPC(設計・調達・建設)

先行導入(～2年間程度を想定)

導入拡大範囲再検証
↓
順次拡大
(2030年代前半～)

導入拡大範囲(導入量
含む)の初期検討
(複数ケースを想定)

先行導入事業イメージ策定

先行導入サプライチェーンインフラ検討

ＳＳ情報展開
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【前提：E10相当ガソリンの先行導入】
・2028年度下期目途にエタノール最大濃度10％相当の低炭素ガソリンを小規模・先行的に供給

【取組１．海外調査】
・SS・ローリーの設備対応全般、SS内の品質管理、顧客への誤給油対策、SS・ローリー従業員への教育訓練等

【取組２．バイオガソリン取扱いに係るガイドラインの策定】
・海外の事例を参考にバイオガソリン取扱いに係るガイドラインを策定

【取組３．関係法令改正及びその対応】
・バイオガソリン導入に係る関係法令（消防法、品確法、車両法等）の改正必要性を精査し、必要に応じて対応を検討

【取組４．SS設備対応】
・海外事例調査を踏まえ、対策を必要とする設備・部材を特定/検証/開発し、施設改修する
・SSの実情を踏まえ、E10・E20対応が可能なSSの規模感・設備パターン等の検討と構築（含む改修コスト試算）

【取組５．タンクローリー設備対応】
・海外事例調査を踏まえ、対策を必要とする設備・部材を特定/検証/開発し、改修・製造する 

【取組６．誤給油対策】
・海外事例等を参考に顧客への誤給油対策を整備し、従業員教育を実施する

【取組７．消費者広報】
・消費者理解を得るための適切な広報のあり方を検討・実施

■供給インフラ（輸送/SS関連）
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■供給インフラ（輸送/SS関連）
取組 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年～

E10、E20導入

１．海外調査

２．ガイドライン策定

３．関係法令改正・
対応

４．SS設備対応

５．ローリー対応

６．誤給油対策
（含む従業員教育）

７．消費者広報

海外事例調査

ガイドライン１策定
（取扱編）

部材・設備の検証/部材・設備の開発

部材・設備の検証/部材・設備の開発

設備改修

改修・製造

導入実績を踏まえた見直し

導入実績を踏まえた法令改正

導入実績を踏まえた見直し

拡大方針を踏まえた対応

導入実績を踏まえた
増量に向けた追加対応

導入実績を踏まえた
増量に向けた追加対応

ガイドライン2策定
（設備編）

先行導入

拡大範囲の検討→供給開始

※ 足下の工期等を前提に、出荷基地から50Km圏内のSS50か所で先行導入を実施する場合を想定した。今後の先行導入地域選定に伴い精緻化していく。

※ SS改修等に係る人手不足等の影響や部材改良、法令対応等によりずれ込む可能性がある。

※ 先行導入の実績を踏まえ、拡大範囲を検討する。
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• 燃料品質・車両規格については、E10相当・E20相当規格の開発に向けて業界共同研究を計画どおり進めな

がら、規格改正案を作成していく。並行して適応する車両規格及び開発を進めていく。

• 先行導入地域の選定を踏まえ、今後、沖縄における供給基地の設備対応、供給サプライチェーンの検討を

進めていく。まずは官公庁、石油・自動車関係者を中心に需要のポテンシャル調査を行いながら、導入時

の事業イメージやSSや供給インフラ等の改修範囲を検討・整理していく。

• 先行導入実施にあたっては、関係団体、SS事業者、需要者、自治体など関係者と協力しながら進める。

• 海外調査で得られた情報を参考に安全性を踏まえた省力化を検討しながら、SS機器、ローリー等の部材・

部品耐性検証やSS関連システムの対応等を進めていく。

• 2025年度中に、本格導入に向けて導入拡大範囲や導入量など拡大時の規模感の初期検討を進めていく。

• 引き続き、海外実績等から省力化できる部分については、積極的に前倒しをしていく。アクションプラン

に基づき官民で導入拡大の取組を推進し、定期的にアクションの進捗確認を行うこととしており、次回は

春をめどに進捗報告と進捗に応じた見直しを行う。

■来春に向けた進め方について
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